
 

 
 

 

一 

 
 

 

デ
ジ
タ
ル
社
会
形
成
基
本
法
案
に
対
す
る
修
正
案
要
綱 

第
一 
理
念
規
定
の
修
正 

 
 

デ
ジ
タ
ル
社
会
の
形
成
に
当
た
っ
て
は
、
「
高
度
情
報
通
信
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
利
用
及
び
情
報
通
信
技
術
を
用
い
た
情
報

の
活
用
に
よ
り
個
人
の
権
利
利
益
が
害
さ
れ
る
こ
と
の
な
い
よ
う
に
す
る
と
と
も
に
、
高
度
情
報
通
信
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
安

全
性
及
び
信
頼
性
の
確
保
を
図
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
す
る
こ
と
。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（
第
十
条
関
係
） 

第
二 

施
策
の
策
定
に
係
る
基
本
方
針
の
修
正 

 
 

デ
ジ
タ
ル
社
会
の
形
成
に
関
す
る
施
策
の
策
定
に
当
た
っ
て
国
及
び
地
方
公
共
団
体
が
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
さ
れ

る
「
国
及
び
地
方
公
共
団
体
の
情
報
シ
ス
テ
ム
の
共
同
化
及
び
集
約
の
推
進
」
に
つ
い
て
、
こ
れ
を
努
力
義
務
と
す
る
こ
と
。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（
第
二
十
九
条
関
係
） 

第
三 

デ
ジ
タ
ル
社
会
の
形
成
に
関
す
る
重
点
計
画
の
作
成
手
続
の
修
正 

 
 

内
閣
総
理
大
臣
が
重
点
計
画
の
案
に
お
い
て
地
方
自
治
に
重
要
な
影
響
を
及
ぼ
す
と
考
え
ら
れ
る
施
策
に
つ
い
て
定
め
よ

う
と
す
る
場
合
の
意
見
聴
取
先
と
し
て
、
地
方
六
団
体
の
み
な
ら
ず
「
地
方
公
共
団
体
の
職
員
が
組
織
す
る
団
体
の
全
国
的

規
模
の
連
合
体
そ
の
他
の
関
係
者
」
を
追
加
す
る
こ
と
。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

（
第
三
十
七
条
第
五
項
関
係
） 



 

 
 

 

二 

第
四 

そ
の
他 

 
 

そ
の
他
所
要
の
規
定
の
整
備
を
行
う
こ
と
。 


